
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
元
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
号

原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
原
子
炉
等
廃
止
措
置
引
当
金
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
及
び
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設

置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
「
特
定
原
子
力
発
電
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ
　
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
う
ち
、
原
子
炉
本
体
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
、
原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
施

設
（
容
器
に
封
入
さ
れ
、
又
は
容
器
と
一
体
的
に
固
型
化
さ
れ
た
廃
棄
物
を
保
管
す
る
た
め
の
施
設
を
除
く
。
）
並
び
に
原
子
炉
格
納
施
設

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
施
設
が
設
置
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
原
子
炉
本
体
が
設
置
さ
れ
る
建
物
の
基
礎
を
除
く
。
）

ハ
　
イ
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
、
発
電
機
そ
の
他
の
設
備
で
ロ
に
掲
げ
る
建
物
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の

二
　
「
解
体
」
と
は
、
原
子
炉
の
運
転
の
廃
止
の
後
に
当
該
原
子
炉
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去

ロ
　
解
体

ハ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
を
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
で
一
時
的
に
保
管
す
る
た
め
の
当
該
廃
棄
物
の
処
理

ニ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価

ホ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法
に
よ
り

終
的
に
処
分
す
る
た
め
の
当
該
廃
棄
物
の
処
理

ヘ
　
廃
棄
物
の
運
搬
及
び
処
分

三
　
「
対
象
発
電
事
業
者
」
と
は
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
で
あ
る
発
電
事
業
者
を
い
う
。

四
　
「
総
見
積
額
」
と
は
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
解
体
に
要
す
る
全
費
用
の
見
積
額
を
い
う
。

五
　
「
積
立
期
間
」
と
は
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発
電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
四
十
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
期
間
（
第
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
項
の
通
知
が
あ
っ
た

場
合
に
は
直
近
の
当
該
通
知
が
あ
っ
た
期
間
と
し
、
同
条
第
四
項
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
当
該
申
請
に
基
づ
く
承
認
に
関
す
る
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
期
間
と
す
る
。
）
を
い
う
。

（
総
見
積
額
の
承
認
）

第
二
条
　
対
象
発
電
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
、
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
総
見
積
額
（
第
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
を
定
め
、
当
該
事
業
年
度
末
ま
で
に
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
対
象
発
電
事
業
者
は
、
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
特
定
原
子
力
発
電
施
設
（
第
五
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
一
項
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
承
継
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
渡
し
の
日
の
前
日
が
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
同
日
に
お
け
る
当
該
特
定
原

子
力
発
電
施
設
に
係
る
総
見
積
額
を
定
め
、
同
日
ま
で
に
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
が
事
業
年
度
終
了
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
前
二
項
の
承
認
は
、
積
立
期
間
が
終
了
す
る
月
の
属
す
る
事
業
年
度
ま
で
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
積
立
期
間
の
変
更
）

第
二
条
の
二
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
対
象
発
電
事
業
者
か
ら
次
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
対
象
発
電
事
業
者
に
対
し
、
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発
電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
報
告
に
係
る
延
長

さ
れ
た
期
間
の
終
了
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
を
次
条
の
積
立
て
を
行
う
べ
き
積
立
期
間
と
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
対
象
発
電
事
業
者
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
報
告
を
す
る
場
合
に
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
立
て
）

第
三
条
　
対
象
発
電
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
（
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
承
継
し
た
事
業
年
度
又
は
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
譲
り
受
け
た
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は

当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
、
第
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
申
請
を
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
毎
事
業
年
度
）
に

あ
っ
て
は
当
該
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
、
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
）
ご
と
に
、
第
二
条
第
一
項
の
総
見
積
額
か
ら
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
を
控

除
し
て
得
た
金
額
に
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
ま
で
に
取
り
崩
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
を
加
え
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）
を
当
該
事
業
年
度
以
後

の
積
立
期
間
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
承
継
さ
せ
よ
う
と
す
る
対
象
発
電
事
業
者
又
は
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
渡
し
の
日
の
属
す

る
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
、
同
日
の
前
日
ま
で
に
、
第
二
条
第
二
項
本
文
の
総
見
積
額
か
ら
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の

総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
に
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
ま
で
に
取
り
崩
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
を
加
え
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）
を
当
該
事
業

年
度
以
後
の
積
立
期
間
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
渡
し
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
積
立
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
原
子
力
発
電
施
設

解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
が
事
業
年
度
開
始
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
承
継
し
た
対
象
発
電
事
業
者
又
は
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
譲
り
受
け
た
対
象
発
電
事
業
者
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い

て
は
、
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
、
第
二
条
第
一
項
の
総
見
積
額
か
ら
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
同
日
の
前
日
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
に
次
条
第
三
項
の
規
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定
に
よ
り
当
該
前
日
ま
で
に
取
り
崩
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
を
加
え
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）
を
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け
の
日
の
属
す
る
月
以
後

の
積
立
期
間
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
同
月
か
ら
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
積
立
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
崩
し
）

第
四
条
　
対
象
発
電
事
業
者
は
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
、
解
体
に
要
す
る
費
用
の
額
を
支
出
し
た
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
前
事
業
年
度
末
（
合
併

若
し
く
は
分
割
に
よ
り
承
継
し
た
特
定
原
子
力
発
電
施
設
又
は
譲
り
受
け
た
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
限
り
同
日
の
前
日
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
残
高
（
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
同
条
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
積
立
て
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
事
業
年
度
末
の
残
高
に
当
該
事
業
年
度
に
積
立
て
を
行
っ
た
金
額
を
加
え
た
も
の
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
支
出
し
た
金
額
（
前
事
業
年
度
末
の
残
高
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
残
高
）
に
相
当
す
る
金
額
を
取
り
崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
対
象
発
電
事
業
者
は
、
解
体
が
完
了
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
年
度
末
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
当
該
解
体
を
行
っ
た
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
つ
い
て
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
取
崩
し
を
行
っ
た
後
に
な
お
残
高
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
残
高
の
全
額
を
取
り
崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
対
象
発
電
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
末
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
か
ら
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年

度
末
ま
で
に
取
り
崩
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
が
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
の
総
見
積
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体

引
当
金
の
前
事
業
年
度
末
の
残
高
か
ら
当
該
超
え
る
金
額
を
取
り
崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
対
象
発
電
事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
つ
い
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
崩
す
場
合
を
除
き
、
当
該
引
当
金
を
取
り
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
廃
止
時
の
扱
い
）

第
五
条
　
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
炉
の
運
転
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
当
該
廃
止
が
行
わ
れ
る
日
（
以
下
単
に
「
廃
止
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る

当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
総
見
積
額
を
定
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
対
象
発
電
事
業
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発
電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
同
項
の
承
認
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間

を
次
項
本
文
の
積
立
て
を
行
う
べ
き
積
立
期
間
と
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
対
象
発
電
事
業
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
総
見
積
額
か
ら
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
ま
で
に
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総

額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
に
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
事
業
年
度
ま
で
に
取
り
崩
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
総
額
を
加
え
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
。
以
下
「
要
引

当
額
」
と
い
う
。
）
を
一
括
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
、
要
引
当
額
を
当

該
事
業
年
度
以
後
の
積
立
期
間
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
対
象
発
電
事
業
者
は
、
当
該
申
請
に

基
づ
く
承
認
に
関
す
る
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
申
請
に
係
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
を
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
廃
止
し
よ
う
と
す
る
原
子
炉
の
名
称

二
　
原
子
炉
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由

三
　
要
引
当
額

四
　
前
号
の
額
の
算
定
根
拠

５
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
三
項
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
変
更
、
安
全
規
制
の
変
更
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
事
由
が
円
滑
な
廃
止
措
置
の
実
施
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
適
正
か
つ
明
確
で
あ
る
こ
と
。

６
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
三
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発
電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
承
認
に
係
る
廃
止
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過

す
る
月
ま
で
の
期
間
を
、
要
引
当
額
を
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
積
立
期
間
と
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

７
　
前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
（
第
三
項
た
だ
し
書
の
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
り
、
及
び

「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
本
文
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
本
文
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
本
文
」
と
、
「
第
二
条

第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
本
文
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８
　
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
の
規
定
は
、
第
三
項
た
だ
し
書
の
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
項
本
文
の
総
見
積
額
か
ら
こ
の

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
三
項
の
総
見
積
額
か
ら
こ
の
条
及
び
第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
一
項
の
総
見
積
額
か
ら
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
三
項
の
総
見
積
額
か
ら
こ
の
条
及
び

第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
り
、
及
び
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
と
、
「
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
次
条
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
八
項

に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
令
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
引
当
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
対
象
電
気
事
業
者
が
積
み
立
て
て
い
る
原
子
炉
等
の
廃
止
措
置
に
係
る
引
当
金
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
炉
等
廃
止
措
置
引
当
金
と
み
な
す
。
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３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
分
の
引
当
金
に
つ
い
て
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
の
積
立
限
度
額
と
し
て
算
定
さ
れ
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
算
定
し
た
総
見
積
額
を
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
算
定
し
た
想
定
総
発
電
電
力
量
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
累
積
発
電
電
力
量
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
第
一
条
第
三
号
の
対
象
電
気
事
業
者
が
積
み
立
て
て
い
る
原
子
炉
等
廃
止
措
置
引
当
金
は
、
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と

み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
事
業
年
度
分
の
引
当
金
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
の
積
立
限
度
額
と
し
て
算
定

さ
れ
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
前
事
業
年
度
の
総
見
積
額
の
百
分
の
八
十
五
に
前
事
業
年
度
の
累
積
発
電
電
力
量
の
想
定
総
発
電
電
力
量
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
す
る
。

４
　
施
行
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
、
改
正
後
の
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
さ
れ
る
金
額
と
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
み
な
さ
れ
た
金
額
と
を
合
計
し
た
金
額
が
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
当
該
事
業
年
度
の
積
立
限
度
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度

に
お
い
て
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
金
額
は
、
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て

積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
金
額
か
ら
当
該
超
え
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

５
　
施
行
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
、
改
正
後
の
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
た
金
額
と
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
み
な
さ
れ
た
金
額
と
を
合
計
し
た
金
額
が
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
当
該
事
業
年
度
の
積
立
限
度
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
対
象
電
気
事
業
者
は
、
当
該
特
定
原
子
力
発
電

施
設
に
係
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
、
当
該
積
立
限
度
額
か
ら
当
該
合
計
し
た
金
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
を
施
行
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
又
は
当
該
事
業
年
度
以
後
五
年
以
内
の
期
間
に
わ
た
り
各
年
に

分
割
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
三
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下

「
改
正
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
末
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設

解
体
引
当
金
を
有
す
る
対
象
電
気
事
業
者
の
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
改
正
事
業
年
度
に
お
け
る
新
省
令
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
積
立
限
度
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多

い
金
額
と
す
る
。

一
　
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
、
総
見
積
額
の
百
分
の
八
十
五
に
相
当
す
る
金
額
に
累
積
発
電
電
力
量
の
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
電
気
事
業
法
第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
に
係
る
出
力
で
十
六
万
七

千
九
百
二
十
九
時
間
運
転
す
る
場
合
に
発
電
さ
れ
る
電
力
量
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
、
総
見
積
額
の
百
分
の
八
十
五
に
相
当
す
る
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

二
　
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
末
に
お
け
る
旧
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
残
高

３
　
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
対
象
電
気
事
業
者
の
改
正
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
か
ら
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
新
省
令
第
一
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
金
額
が
前
項
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

初
の
事
業

年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
対
象
電
気
事
業
者
の
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
は
、
新
省
令
第
一
条
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
金
額
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
四
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下

「
改
正
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
末
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設

解
体
引
当
金
を
有
す
る
対
象
電
気
事
業
者
に
つ
い
て
、
新
省
令
第
一
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
が
改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
旧
省
令
第
一
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る

特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
想
定
総
発
電
電
力
量
は
、
新
省
令
第
一
条
第
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
算
定

し
た
総
見
積
額
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
累
積
発
電
電
力
量
を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
値
に
百
分
の
八
十
五
を
乗
じ
、
こ
れ
を
当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
限
度
額
で
除
し
た
数
値
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
省
令
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
の
算
定
に
際
し
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
値
を
同
号
の
想
定
総
発
電
電
力
量
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
九
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
対
象
電
気
事
業
者
（
以
下
単
に
「
対
象
電
気
事
業
者
」
と
い

う
。
）
が
積
み
立
て
て
い
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
は
、
新
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
「
改
正
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
引
当
金
に
つ
い
て
の
新
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
の
積
立
限
度
額
と

し
て
算
定
さ
れ
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
改
正
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
総
見
積
額
と
し
て
新
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
総
見
積
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額
に
前
事
業
年
度
に
お

け
る
累
積
発
電
電
力
量
の
新
省
令
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
想
定
総
発
電
電
力
量
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
す
る
。
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４
　
改
正
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
新
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
（
以
下
単
に
「
特
定
原
子
力
発
電
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係
る
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
を

有
す
る
対
象
電
気
事
業
者
の
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
改
正
事
業
年
度
に
お
け
る
新
省
令
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
積
立
限
度
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額
と
す

る
。

一
　
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
、
総
見
積
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額
に
改
正
事
業
年
度
に
お
け
る
累
積
発
電
電
力
量
の
想
定
総
発
電
電
力
量
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
、
総
見
積
額
の
百
分
の
九
十

に
相
当
す
る
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

二
　
改
正
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
金
額

５
　
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
対
象
電
気
事
業
者
の
改
正
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
か
ら
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
新
省
令
第
一
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
金
額
が
同
項
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

初
の
事
業

年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
対
象
電
気
事
業
者
の
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
新
省
令
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
積
立
限
度
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
金
額
と
す
る
。

６
　
改
正
事
業
年
度
に
お
い
て
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
新
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
と
改
正
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
特
定

原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
金
額
と
を
合
計
し
た
金
額
が
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
改
正
事
業
年
度
の
積
立
限
度
額
を
超
え
る
と
き
は
、
改
正
事
業
年
度

に
お
い
て
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
金
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
金
額
か
ら
当
該
超
え
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

７
　
改
正
事
業
年
度
に
お
い
て
、
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
新
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
と
改
正
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
特
定

原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
金
額
と
を
合
計
し
た
金
額
が
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
改
正
事
業
年
度
の
積
立
限
度
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
対
象
電
気
事

業
者
は
、
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
、
当
該
積
立
限
度
額
か
ら
当
該
合
計
し
た
金
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
を
改
正
事
業
年
度
に
お
い
て
一
時
に
又
は
改
正
事
業
年
度
以
降
七
年
度

以
内
の
期
間
に
お
い
て
各
事
業
年
度
均
等
に
分
割
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
四
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以

下
「
改
正
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
末
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設

解
体
引
当
金
を
有
す
る
対
象
電
気
事
業
者
に
つ
い
て
、
新
省
令
第
一
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
が
改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
旧
省
令
第
一
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る

特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
想
定
総
発
電
電
力
量
は
、
新
省
令
第
一
条
第
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
算
定

し
た
総
見
積
額
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
累
積
発
電
電
力
量
を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
値
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
、
こ
れ
を
当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
限
度
額
で
除
し
た
数
値
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
省
令
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
の
積
立
限
度
額
の
算
定
に
際
し
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
数
値
を
同
号
の
想
定
総
発
電
電
力
量
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
五
日
経
済
産
業
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
八
日
経
済
産
業
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
事
業
年
度
」

と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
新
省
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
対
象
電
気
事
業
者
が
積
み
立
て
て
い
る
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
は
、
新
省
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当

金
と
み
な
す
。

３
　
改
正
事
業
年
度
に
お
い
て
、
新
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
ご
と
に
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
金
額
は
、
新
省
令
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

4



一
　
改
正
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
前
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
総
見
積
額
に
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
旧
省
令
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
累
積
発
電
電
力
量
の
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
想
定
総
発
電
電
力
量
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
次
号
に

お
い
て
「
改
正
前
積
立
限
度
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
前
事
業
年
度
の
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
積
立
限
度
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額

二
　
新
省
令
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
見
積
額
か
ら
改
正
前
積
立
限
度
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
施
行
日
以
降
の
新
省
令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
積
立
期
間
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
六
を
乗
じ
て
得
た
金
額

４
　
改
正
事
業
年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度
に
お
い
て
運
転
を
廃
止
し
た
原
子
炉
に
係
る
新
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
省
令
の
規
定
は
適
用

し
な
い
。

５
　
特
定
施
設
に
係
る
旧
省
令
第
四
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
引
当
金
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下

「
改
正
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
事
業
年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度
に
お
い
て
運
転
を
廃
止
し
た
原
子
炉
に
係
る
新
引
当
金
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
（
電
気
事
業
会
計
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
廃
止
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
対
象
発
電
事
業
者
（
新
引
当
金

省
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
対
象
発
電
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
特
定
施
設
に
係
る
新
引
当
金
省
令
第
五
条
第
一
項
、
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
廃
止
し
よ

う
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
廃
止
し
た
」
と
、
「
当
該
廃
止
が
行
わ
れ
る
日
（
以
下
単
に
「
廃
止
日
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
行
わ
れ
る
日
」
と
、
同
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

「
廃
止
し
よ
う
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
廃
止
し
た
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
当
該
承
認
に
係
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発
電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
承
認
に
係
る
廃
止
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
十
年

を
経
過
す
る
月
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
経
済
産
業
省
令
第
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
条
の
二
第
一
項
の
通

知
の
あ
っ
た
期
間
（
同
条
第
四
項
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
直
近
の
当
該
通
知
が
あ
っ
た
期
間
と
し
、
同
条
第
一
項
の
通
知
が
な
い
場
合
に
は
特
定
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
後
初
め
て
発
電
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て

五
十
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

２
　
特
定
施
設
を
設
置
す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
引
当
金
省
令
第
五
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
定
施
設
に
係
る
総
見
積
額
の
承
認
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
引
当
金
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
承
認
を
除
く
。
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
五
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
積
立
期
間
の
変
更
（
旧
引
当
金
省
令
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
期
間
の
変
更
を
除
く
。
）
並
び
に
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
積
立
て
及
び
取
崩
し
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
対
象
発
電
事
業
者
が
、
同
日
ま
で
に
、
新
引
当
金
省
令
第
五
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
間
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
て
い
る
原
子
炉
に
係
る
新
引
当
金
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
対
象
発
電
事
業
者
は
、
施
行
日
か

ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
新
引
当
金
省
令
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
可
を
受
け
て
い
る
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
定
施
設
に
係
る
総
見
積
額
の
承
認
並
び
に
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
積
立
て
及
び
取
崩
し
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
対
象
発
電
事
業
者
が
、
当
該
期
間
内
に
、
新

引
当
金
省
令
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
と
き
は
、
当
該
報
告
に
係
る
同
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
間
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
新
引
当
金
省
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
発
電
施
設
に
係
る
総
見
積
額

の
承
認
並
び
に
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
の
積
立
て
及
び
取
崩
し
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
新
引
当
金
省
令
第
二
条
の
二
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
日
又
は
新
引
当
金
省
令
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
日
の

属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
平
成
元
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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